
別表第２（第４条関係）

補助事業名
非木造住宅

耐震診断費補助事業
非木造住宅

耐震改修設計費補助事業
非木造住宅

耐震改修費補助事業

補助対象経費

既存非木造住宅（注１）の所有者等
が建築士事務所に依頼して行う耐
震診断及び耐震改修工事の概算見
積作成に要する経費（高知県住宅・
建築物耐震改修支援機関の審査又
は同等の審査を受ける経費を含む）

既存非木造住宅（注１）の所有者等
が建築士事務所に依頼して行う耐
震改修設計に要する経費（高知県
住宅・建築物耐震改修支援機関の
審査又は同等の審査を受ける経費
を含む）

既存非木造住宅（注１）の所有者等
が建設業者に依頼して行う当該住
宅の耐震改修に要する経費（高知
県住宅・建築物耐震改修支援機関
の検査又は同等の検査を受ける経
費を含む）

①診断する住宅が、第２条第３号に
規定する既存非木造住宅に該当す
るもの

①一級建築士又は二級建築士が設
計するもの

①一級建築士又は二級建築士が耐
震改修工事の現場確認等を実施す
るもの

②一級建築士又は二級建築士によ
り実施するもの

③耐震改修計画について一級建築
士又は二級建築士により「安全性」
が確認されたもの

④当該設計により改修工事を行うも
の。ただし、やむを得ない事情があ
る場合はこの限りでない。

350,000円/戸 1,000,000円/戸

（注１）店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗部分の床面積が、延床面積の２分の１未満であること。

対象となる既存非木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐
震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。

補助要件
③構造耐力上独立した１棟を単位と
して、建築物の耐震改修の促進に関
する法律（平成７年法律第123号）に
基づく基本指針に定められた「既存
鉄骨造建築物の耐震診断指針」、
「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐
震診断基準」、「既存鉄骨鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」の
第２次診断法若しくは第３次診断法
又は「既存プレキャスト鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断指針」で
行う、構造耐力上主要な部分の地震
に対する安全性の評価を行うもの。

補助限度額

次に掲げる事項のすべてに該当するもの

②非木造住宅耐震診断費補助事業、高知県建築物耐震対策緊急促進事
業費補助金交付要綱第３条第１項第１号の規定に基づく耐震診断費補助
事業、一級建築士又は二級建築士による診断の結果「倒壊し、又は崩壊
する危険性がある」とされた住宅に係るもの

補助対象経費が補助限度額に満たない場合は、その額とする。84,700円/戸

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

③耐震改修工事について一級建築
士又は二級建築士により「安全性」
が確認されたもの


